
野沢温泉村宿泊税について
持続可能な観光地づくりのために

宿泊税って？

持続可能な観光地経営のために、お泊りのお客様が負担する目的税です！
主な使途
・体験価値の向上と需要管理・観光産業基盤の強化（地域の持続 可能性に
資する人材育成等を含む。）・生活環境の改善・自然・文化資源の保全と継
承等

宿泊税のしくみは？

お客様が支払います

宿泊費（飲食・消費税除く）×3.5％
（※4年目から長野県の増額にあわせ5%)

宿泊事業者のみなさんが預かり、村へ申告・納税

よくある心配は？

↪宿泊者の体験価値向上になる事業の実施で、お客様の満足度があがります。

！ 宿泊料金の値上げになるのはいやだなあ

↪説明資料をご用意します。申告もインターネットと紙申告の両方に対応。

！ お客様の説明や申告がめんどうだなあ

↪計算が一律で明快・公平。海外ﾘｿﾞｰﾄと比較しても適正税率。ｻﾝｸﾄｱﾝﾄﾝ10％+5€

！ 定率３．５％ってどうなの

↪村がシステム改修補助金を計画。

！ 宿泊システムの改修が必要だよね

↪定率制は宿泊費に公平に課税できます。利用人数に関わらずしっかり課税。

！ 部屋貸し・一棟貸しの場合はどうなの

↪地域内をしっかり調査。無許可の場合長野県へ通報。指導が入ります。
正直者がバカを見ることはありません。

！ 無許可の宿があった場合どうなの

6,000円未満は課税なし
修学旅行等学校教育は非課税

【税の例】
  6,000円×3.5%=210円
10,000円×3.5％=350円
20,000円×3.5％=700円

予定：令和８年6月スタート！





食事代2食込み・消費税込み・宿泊税込み

（食事：込々料金の20% 課税標準額は、食事代を差し引き、100/113.5として100円未満切り捨て）
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6,000 1,320 4,100 免税 8,200 免税 12,300 免税 16,400 免税

6,500 1,430 4,400 免税 8,900 免税 13,400 免税 17,800 免税

7,000 1,540 4,800 免税 9,600 免税 14,400 免税 19,200 免税

7,500 1,650 5,100 免税 10,300 免税 15,400 免税 20,600 免税

8,000 1,760 5,400 免税 10,900 免税 16,400 免税 21,900 免税

8,500 1,870 5,800 免税 11,600 免税 17,500 免税 23,300 免税

9,000 1,980 6,100 213 12,300 430 18,500 647 24,700 864 

9,500 2,090 6,500 227 13,000 455 19,500 682 26,100 913 

10,000 2,200 6,800 238 13,700 479 20,600 721 27,400 959 



なぜ野沢温泉村独自の宿泊税が必要？
お客様にも、村民にも、事業者にもより良い選択

えっ？長野県宿泊税はすでに決定されている！

長野県は来年６月から宿泊税を導入することを既に決めています。
野沢温泉村が独自導入しなくても、事業者のみなさんの手間となる
お客様からの徴収・申告・納付義務は発生します。

比較 県方式のみ・村方式をプラス！

！

！

県方式のみ 村方式をプラス

税 率
定額200円

（4年目から300円）
定率３．５％

（県にあわせ4年目から５％）

村への配分
1/3交付

約３.３千万円
県分100円を除く全額

約1億３千万円

使途の自由度 県の意向に従う 村独自に決定可能

村方式のメリット・・・村内の観光事業に利用できる事業を検討します

例えば：村内13か所の外湯の維持管理の利用も検討できます

例えば：お客様の満足度を高める野沢温泉村独自の活動に使えます

定率制は、幅広い宿泊料金に公平な徴収と、安定した収入が見込めます

日帰りのお客様からの徴収はないのかな？

観光税検討委員会
村内に入った際の「入域税」、駐車場を利用した際の「駐車場税」、
リフトに乗った際の「リフト税」など様々な税の研究をしました。
今回は、長野県の宿泊税導入に合わせる観点から、宿泊税を採用しまし
たが、今後研究を続けていきます。
※ リフト税導入の場合、リフトを利用する村民も課税対象となってし
まうなど、検討事項が多くあることがわかりました。

！

どうせやるなら、野沢温泉村のために有効利用！

お問合せ
野沢温泉村 総務課 税務係 電話0269-85-3111（217）
Email:zeimu@vill.nozawaonsen.nagano.jp


	スライド 1: 野沢温泉村宿泊税について
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4: なぜ野沢温泉村独自の宿泊税が必要？

